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２０２６年４月１３日（月） 

手形・小切手最終振出期限の設定および 

他行振出手形・小切手の入金終了について 
 

 

 

 

株式会社トマト銀行（取締役社長 髙木 晶悟）は、政府・産業界・金融界が連携して進める「２０２６

年度末までの手形・小切手の全面的な電子化」に向けた取り組みの一環として、下記のとおり手形・小

切手最終振出期限を設定するとともに、他行振出手形・小切手の入金を終了いたしますので、お知ら

せします。 

当社は、今後もより一層のサービス向上に努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますよう、お願

い申し上げます。 

※２０２１年６月に政府が公表した「成長戦略実行計画」において、「５年後の約束手形の利用の廃止」、「小切

手の全面的な電子化」が盛り込まれたことを受けて、一般社団法人全国銀行協会は「２０２６年度末までに全

国の手形交換所における手形・小切手の交換枚数をゼロにする」ことを目標とした自主行動計画を策定して

います。 

記 

１ 手形・小切手最終振出期限の設定 

最終振出期限 内 容 

２０２６年９月３０日(水) • 手形・小切手の最終振出期限を２０２６年９月３０日（水）に設定

します。 

• 最終振出期限以降に振り出された手形・小切手は当座預金か

らのお支払いができません。 
 

 

２ 他行振出手形・小切手の入金終了 

入金受付終了日 内 容 

２０２６年９月３０日(水) • トマト銀行以外（他行）を支払地とする手形・小切手の入金扱い

受付を、２０２６年９月３０日（水）をもって終了します。 
 

 

３ 自己宛小切手の発行終了 

発行終了日 内 容 

２０２６年９月３０日(水) • ２０２６年９月３０日(水)をもって自己宛小切手の発行を終了します。 

 

以 上 
 

 

 

 

 

 

• ２０２６年９月３０日(水) を手形・小切手の最終振出期限とするとともに、他行振出手形・小切手

の入金を終了いたします。 

該当するＳＤＧｓ目標 

トマト銀行グループはＳＤＧｓ宣言をしております。 

金融サービスの提供を通じてＳＤＧｓの達成に貢献し、地域の社会・環境 

課題の解決と持続的な成長に取り組んでまいります。 

 


